
旭医大達第１６３号  

令和３年１０月２５日 

旭川医科大学学生規程の一部を改正する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

旭川医科大学長         

学長職務代理 理事 松野 丈夫 

 

旭川医科大学学生規程の一部を改正する規程の一部を改正する規程 

 

旭川医科大学学生規程の一部を改正する規程（令和3年旭医大達第57号）の一部について，下表右欄（「現行」欄）を同表左欄（「改正後」

欄）のように改正する。 

※下線部分は，改正箇所を示す。 

改正後 現行 

第1章 総則 

第1条（略） 

第1章 総則 

第1条（略） 

第2章 入学誓約書等 第2章 入学誓約書等 

（入学誓約書，実習に伴う誓約書，連帯保証書及び学生調査書） （入学誓約書，実習に伴う誓約書，連帯保証書及び学生調査書） 

第2条 旭川医科大学（以下「本学」という。）の入学試験に合格し

た旨の通知を受けた者は，入学誓約書（別紙様式第1号の1），実

習に伴う誓約書（別紙様式第1号の2），連帯保証書（別紙様式第2

号）及び学生調査書（別紙様式第3号）を学長に提出しなければな

らない。 

第2条 旭川医科大学（以下「本学」という。）の入学試験に合格し

た旨の通知を受けた者は，入学誓約書（別紙様式第1号の1），実

習に伴う誓約書（別紙様式第1号の2），連帯保証書（別紙様式第2

号）及び学生調査書（別紙様式第3号）を学長に提出しなければな

らない。 

（連帯保証人） （連帯保証人） 

第3条 連帯保証人は本学の教育方針に協力し，保証する学生の身上

及び授業料等の納付についての責任を負うものとする。 

第3条 連帯保証人は本学の教育方針に協力し，保証する学生の身上

及び授業料等の納付についての責任を負うものとする。 

2 連帯保証人は，保証する学生が死亡又は行方不明になったとき

は，死亡診断書（死体検案書）又は理由書を付して学長に届け出

るものとする。 

2 連帯保証人は，保証する学生が死亡又は行方不明になったとき

は，死亡診断書（死体検案書）又は理由書を付して学長に届け出

るものとする。 

3 連帯保証人を変更したとき又は連帯保証人が住所変更若しくは改

姓等をしたときは，直ちに連帯保証書を再提出しなければならな

3 連帯保証人を変更したとき又は連帯保証人が住所変更若しくは改

姓等をしたときは，直ちに連帯保証書を再提出しなければならな



い。 い。 

第4条～第24条（略） 第4条～第24条（略） 

附 則（令和3年旭医大達第57号） 附 則（令和3年旭医大達第57号） 

この規程は，令和3年6月25日から施行し，改正後の別紙様式第2号

については，令和2年4月1日以降の入学者から適用する。ただし，令

和2年3月31日以前から在籍している者が，第3条第3項により連帯保

証書を再提出するときは，改正後の別紙様式第2号を適用するものと

する。 

この規程は，令和3年6月25日から施行し，改正後の別紙様式第2号

については，令和2年4月1日以降の入学者から適用する。 

 

   附 則 

 この規程は，令和3年10月25日から施行し，改正後の旭川医科大学

学生規程の一部を改正する規程は，令和3年6月25日から適用する。 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



様式第2号（第2条関係） 様式第2号（第2条関係） 

  

（略） （略） 



 


